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郡市区等医師会（889）

都道府県医師会（47）

公益社団法人
日本医師会

《うち、大学医師会（60）、その他（13）》

日本医師会会員数
165,650人（H24.12.1現在）

内 開業医 84,051人
勤務医他 81,599人

日本の医師総数
（約29万人）の

うち約56％が加入

181,621人（平成24年8月1日現在）

190,566人（平成20年12月1日現在）

医師会とは
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＊ノーベル医学・生理学
賞を受賞した山中伸弥
所長も日本医師会員。

*日医ニュース平成25年8月5日号より

世界医師会に認められた、日本で唯一の
医師個人資格で加入する団体です。

*平成15年文化人郵便切手
「北里柴三郎」より

*東京都文京区
本駒込の日本医師会館
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我が国の医療の評価
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Colorectal Cancer – from OECD Data
Five Year Relative Survival Rate

Reference：The Feature: Difference of surgical treatment between Japan 
and Overseas Countries: Clinical Surgery65：766, 2010
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『ランセット』日本特集号
－国民皆保険達成から50年－

短期間で長寿社会を実現した要因

国民皆保険制度の長所と限界

高品質低コスト医療の実態

急速な高齢化に対応する介護保険制度

保健外交における日本の優位性と役割
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THE LANCET（Vol 382 September 14, 2013）
安倍総理寄稿

Japan’s strategy for global health diplomacy: why it matters
日本は国民皆保険によって、医療格差を減らし、医療費抑制を実現し
た。日本での経験が示すように、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ
（UHC）への投資は社会へ大きなリターンをもたらす。UHCを推し進める

ことで、国の発展段階に応じた国内の所得再分配を促し、社会の安定に
も大きく寄与することが出来るであろう。

Japan’s success in achieving universal health 
insurance has improved equity in our health 
system, expanded coverage for our citizens, 
and controlled health‐care costs. Our 
experience shows how investment in UHC 
brings good returns. Investment in UHC could 
also help the redistribution of incomes 
according to the developmental stage of 
individual countries, and in turn aid the 
stabilisation of societies.

※UHCとは「すべての人が適切な予防、治療、リハビリなどの保健医療サービスを、必要な時に
支払い可能な費用で受けられる状態」（WHOによる定義）



対GDP総医療費と一人当たり医療費
総医療費の対GDP比は、G7平均（米国を除く）を下回っている。また、１人当たり

医療費ではG7平均を大きく下回る水準にあり、最も高齢化が進んでいるにもかか
わらず、医療費の水準は依然として低い状況にある。
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*出所：OECD Health Data 2013 - Frequently Requested Data   2008年：トルコ。2010年：オーストラリア、日本、メキシコ。それ以外は2011年。
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順 位 都 市 費 用 入院日数

1 ニューヨーク （アメリカ合衆国） 152.2～440.9万円 1～3日

2 パリ (フランス) 22.1～97.3万円 3日

3 マドリッド (スペイン) 48.6～91.8万円 4日

4 ロンドン （イギリス） 74.1万円 2日

5 ローマ （イタリア) 69.2～73.1万円 3日

6 ジュネーブ （スイス） 27.8～70.5万円 3日

7 バンクーバー （カナダ） 66.7万円 3日

8 シンガポール （シンガポール） 34.9～43.6万円 3日

9 デュッセルドルフ （ドイツ） 35.7万円 3日

10 (一般例) （日本） 30.0万円 6～7日

*「世界の医療と安全2010」（東京海上日動作成）から抜粋

盲腸手術の治療費（都市別）



我が国の医療は、平等で、患者にとっても自由で

あるだけでなく、質が高く、しかもそれを既に世界一

の高齢化率であるにもかかわらず、先進諸国の中

でも低コストで提供しており、世界的な評価は極め

て高い。

我が国の医療は高いパフォーマンスで

提供されている
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保険外併用療養
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保険外併用療養費制度の創設

○快適性・利便性に係るもの
○医療機関の選択に係るもの
○制限回数を超える医療行為

【選定療養】（保険導入を前提としないもの）【評価療養】（保険導入のための評価を行うもの）

高度医療の創設
※平成20年
（未承認・適応外

の医薬品・医療
機器に対応）

先進医療の創設

（施設基準に合致
していれば、届出

で実施可能）

○先進医療制度
○薬事承認後
で保険収載前
の使用

○医薬品・
医療機器の
治験に係る
もの

《健康保険法等改正》（平成18年10月～）

国民の安全性を確保し、患者負担の増大を防止するという観点も踏まえつつ、国民の選択肢を広げ、
利便性を向上するために、保険外負担の在り方を抜本的に見直し、患者の切実な要望に迅速かつ
的確に対応。

規制改革大臣と厚生労働大臣の基本的合意（平成16年12月15日）

平成18年の健康保険法等改正以降は、平成16年の基本的合意による、「一定のルールの下に、保険診療と
保険外診療の併用を認める」という原則の下、特に、先進医療制度の手続の迅速化等の見直しを行っている。

必ずしも高度で
ない先進技術

選定療養
制限回数を超
える医療行為

改正前は種々の
ものが混在

高度先進医療
（高度で先進的な技術に限ら
れる）

国内未承認薬

追加 追加



先進医療会議での審査

・技術的妥当性
有効性、安全性、技術的成熟度

・社会的妥当性
倫理性、普及性、費用対効果

先進医療A
（未承認の医薬品等を伴わない）

先進医療B（未承認の医薬品等を伴う）

→先進医療技術審査部会でも審査

先
進
医
療
の
実
施

先
進
医
療
会
議
で
再
評
価

保険収載
（診療報酬改定時）

先進医療

先進医療告示
から取消し

公益社団法人 日本医師会 12

先進医療の公的医療保険への収載

現在の保険外併用療養の仕組みを充実させ、安全性・有効性を十分確認した
上で、評価の迅速化・効率化を図ることにより、公的医療保険からの新しい医療
等の給付をスピードアップすることができる。



先進医療の保険導入件数

先進医療の保険導入件数は、保険外併用療養の仕組みが導入
された後、増加している。
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*先進医療専門家会議「既存の先進医療に関する保険導入等について」（中医協総会資料）ほかから作成。2006年は

高度先進医療。
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先進医療から保険適用された例



新薬の申請から承認までの期間
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*医薬産業政策研究所「新薬の臨床開発と審査機関－2012年実績－」より作成

日本における新薬の承認審査期間は、近年大幅に短縮されており、
5年間で半減している。
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保険外併用療養の活用の重要性

保険外併用療養の運用は進んでおり、現在も十分

に機能していますが、更なる評価の迅速化・効率化

により、患者の切実な要望に迅速かつ的確に対応で

きるようになります。
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拙速な保険外併用療養の活用への危惧

（１） 安全性の問題
ー 薬害、健康被害

（２） 国の財政的な問題
ー 公的医療費の増大

（３） 公的医療保険の給付範囲の縮小
ー 患者負担の増加



http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakugai/download.html
厚生労働省ホームページ「薬害を学ぼう」

これまでの薬害
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先発品発売以降 薬価推移例
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37.10円の低下

（高血圧治療薬） （高脂血症治療薬）

日本は公的医療保険制度により、薬価は高止まりせずに低下している。



私的医療費の増加による公的医療費の増加
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医療への市場原理の導入
により、私的医療費が増加

私的医療費の増加に伴い
公的医療費も増加

2000年 2010年

日本 80.8％ 82.1％

総医療費に占める公的医療費の割合

アメリカ 43.0％ 47.8％

＋1.3％

＋4.8％
*OECD Health Data 2013による
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患者
負担

※患者一部負担3割の場合

保険外併用療養の拡大による公的医療保険の
給付範囲の縮小

保険外併用療養が拡大されて固定化されると、新しい治療や医薬品を公的医
療保険に組み入れるインセンティブが働きにくくなる。このため、将来的に公的
医療保険から給付される医療の範囲が縮小するおそれがある。

保険
給付
（7割）

一部
負担
（3割）

保険外併用療養が固定化されると

患者
負担

保険
診療分

保険外
診療分

新しい
医療等

保険外併用療養が拡大されると

保険
給付
（7割）

一部
負担
（3割）

新しい
医療等

保険外
診療分

保険
診療分

新しい医療、医
薬品等は保険

外のまま。

保険に組み入
れられにくい。
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患者団体は、自由診療に道を開く混合診療の全面解禁には強く反対

2011年10月25日 一般社団法人日本難病・疾病団体協議会
「混合診療訴訟の最高裁判所判決について」から抜粋

１．私たちは基本的に、必要な医療は保険診療で行う現在の国民皆保険制度を守ることが
大切と考えており、公的保険制度の縮小と自由診療に大きく道を開く「混合診療の解禁」
には賛成できない。

２．先進医療（評価療養）の保険適用が遅いという技術的な問題と、保険診療の根本にか
かわる問題を、同一に論議するべきではない。多くの患者の実態と経済的な問題から、
保険診療を基本とするわが国の「国民皆保険制度」は守らなければならない。

３．貧富の差によって、また地域医療格差によって受けることのできる医療に格差が生じる
ことは憲法の精神から見ても容認できない。国民は等しくこの国が到達している最高の
医療（技術）を受ける権利を擁することから、一部の経済的な負担が可能な人だけが最
高の医療を受けることとなる混合診療（自由診療）の解禁には反対である。

４．混合診療が全面解禁となれば、保険財政の悪化に苦しんでいる現状から、多くの保険
者は混合診療・自由診療を認める方向になりかねず、そのことが国民皆保険制度の崩
壊に決定的な作用を及ぼすことを懸念する。

５．再生医療をはじめさまざまな高度医療が現実のものとなりつつある現状だからこそ、全
国の患者団体は、自由診療に道を開く混合診療の全面解禁には強く反対を表明する。
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保険外併用療養のあり方

先進医療における評価の迅速化・効率化を図り、将来

保険収載を前提とした評価療養の充実・強化には賛成で

す。

ただし、保険収載されないまま評価療養に留め置いた

り、保険収載を前提としない選定療養を拡大すべきでは

ありません。

保険外併用療養は、保険導入を目指した評価途上の

技術を、保険適用につなぐための過渡的な取扱いとすべ

きです。
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医療は国民の健康を守り、経済活動を支える社会的共

通資本であり、消費活動ではありません。

医療における規制は、企業の利益のために緩和するべ

きではなく、国民の安全と安心を守るためにあります。

医療周辺産業における過度な規制は見直すべきです

が、安全性の確保が最も重要であり、さらに財政的な国民

負担が増えることになることから、国民医療に直接影響す

る医療本体への規制緩和はするべきではありません。

まとめ




